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実務対応報告第 15 号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」の解説 

 

1. はじめに 

 企業会計基準委員会（以下「ASB」という。）は、平成 16 年 11 月 30 日に、実務対応報告

第 15 号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」（以下「本実務対応報告」という。）

を公表した。本稿では、本実務対応報告の概要を中心に解説する。なお、文中の意見にわ

たる部分は筆者の私見であることを申し添える。 

 

2. 検討の経緯と範囲 

 ASB では、平成 16 年 4 月に、排出権の取得に関する会計処理の取扱いを明確にするニー

ズがあると判断し、専門委員会において会計処理を検討することとした。その後、平成 16

年 5 月から計 5 回の専門委員会を開催し、同年 9 月 29 日には、公開草案を公表した。ASB

では、これに対して寄せられたコメントも踏まえ、審議の結果、本実務対応報告を公表し

たものである。 

このように、京都議定書1の発効を待たずに排出量取引の会計処理に関する検討が開始さ

れたのは、京都メカニズムに基づく国内制度は整備の過程にあるが、一方で、既に一部の

企業において自主的に京都議定書に基づくクレジット（以下「排出クレジット」という。）

の取得に向けたファンド購入やプロジェクトの実施等の経済実態が先行しているという事

実を踏まえてのことである。 

 また、本実務対応報告は、当面必要と考えられる会計処理のみを検討対象としている。

このため、今後、いわゆるキャップ・アンド・トレード（排出量を一定内とする義務を負

い、余剰や不足については売買する仕組み）が導入されるような場合や、排出クレジット

の活発な売買取引マーケットが今後整備され、非金融資産と位置付けられる排出クレジッ

トを対象としたトレーディング目的での取引（金融投資）が行われる場合には、別途、検

討されることが必要とされている。 

 

3. 対象とされる排出クレジットとその性格 

 本実務対応報告では、京都メカニズムにおける排出クレジットが対象とされるとともに、

京都メカニズム以外の排出クレジットについても、会計上、その性格が類似していること

から、同様に会計処理を行うものとされている。ここで会計上の性格の類似性という点は、

例えば、京都議定書を批准していない国から購入したような、京都メカニズム以外の排出

クレジットを企業が取得した場合でも、会計上、現金で購入し転売したり費消したりする

という点では、京都メカニズムに基づく排出クレジットを購入する場合と変わらないこと

                                                  
1 京都議定書及び京都メカニズムの詳細に関しては、経済産業省のホームページ
（http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/）又は環境省のホームページ

（http://www.env.go.jp/earth/）を参照のこと。 

http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/
http://www.env.go.jp/earth/
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を示していると考えられる。 

 また、本実務対応報告においては排出クレジットの性格として、①京都議定書における

国際的な約束を各締約国が履行するために用いられる数値であること、②国別登録簿にお

いてのみ存在すること、及び③所有権の対象となる有体物ではなく、法定された無体財産

権ではないことが、京都議定書に由来する特徴として挙げられている。その特徴を踏まえ

た上で、売買に際しては有償で取引されるという財産的価値に着目し、会計上は、無形固

定資産に近いものと考えられるとされている。 

 なお、排出クレジットが、金融資産に該当するかどうかに関しては、「金融商品に係る会

計基準」（以下、「金融商品会計基準」という。）第一 一において具体的に例示されている

金融資産の形態と類似性がない点や、排出クレジット保有者は、「金融商品会計に関する実

務指針」第 4 項に規定する、現金を受け取る契約上（国別登録簿利用規定上）の権利がな

い点を理由として、排出クレジットは、金融資産に該当しないものと位置付けられている。 

 

4. 会計処理の考え方 

(1)投資の性質 

 本実務対応報告では、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」や「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」の考え方を踏まえ、資産の評価に際して時価

評価するのか、取得原価評価するのかは、資産の外形的特質（金融資産かどうかなど）に

よるのではなく、投資の性質によるものとされている。 

ここで企業の投資は、一般に金融投資と事業投資に大別されるとした上で、金融投資は、

売買市場が整備され、売却することについて事業上の制約がないものであり、時価の変動

が事前に期待した成果に対応する事実と考えられるため、時価評価がなじむとされている。 

他方、事業投資は、売却することについて事業上の制約があり、事前に期待する投資の

成果は、投資資産の時価の変動ではなく、その後の資金の獲得であることから、取得原価

評価がなじむものと言われている。 

 (2)事業投資として扱われる排出クレジット取得に係る投資 

 排出クレジットの取得に係る投資は、時価の変動により利益を得ることを目的としてい

ても、現時点では、活発に取引される売買市場が存在するとはいえないことから、金融投

資には該当しないものと位置付けられている。すなわち、同じ排出クレジットの保有者で

あっても、いかに販売先を見つけるか、どのような水準の販売価格とするかなど、その保

有者の経営努力により、資金流入金額は異なるものと考えられるため、本実務対応報告で

は、排出クレジットに係る投資は、事業投資に該当するものとされている。したがって、

金融投資に該当するようなトレーディング目的での排出クレジットの獲得は、本実務対応

報告の対象としていない。 
(3)対象とされている排出クレジットの取引 

 本実務対応報告では、排出クレジット取得の目的を 2 つに場合分けし、さらに取得方法
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を 2つに場合分けし、組み合わせにより 4つのパターンにおける会計処理が示されている。 

 

(1)専ら第三者に販売する目的で取得する場合  ⅰ)他者から購入する場合 

(2)将来の自社使用を見込んで取得する場合  ⅱ)出資を通じて取得する場合 

  

ここでの「将来の自社使用を見込んで取得する場合」とは、将来、自社の排出削減量に

充てることを想定して排出クレジットを取得、保有するものの、自社の削減量に充てない

ことが明らかになったときには、第三者へ売却する可能性を残している場合をいうとされ

ている。その上で、個々の企業に排出量削減義務が課されていないことを踏まえると、そ

の財産的価値に着目し、資産計上することが妥当であると結論付けられている。逆に排出

量削減に充てるため、保有する排出クレジットを国別登録簿の償却口座へ移転した際には、

もはや第三者へ売却する可能性はないことから、資産計上の根拠は失われ、費用に計上す

ることになるとされている。 

 

5. 本実務対応報告における具体的会計処理 

(1)専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合の会計処理 

ⅰ)他者から購入する場合 

本実務対応報告では、専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合に

は、通常の商品の購入と同様の会計処理を行うものとされており、非金融商品である排

出クレジットの売買契約が締結された段階では何ら会計処理を行わないとされている。

この未履行契約の取扱いは、確認の意味で記述されているものと思われる。したがって、

排出クレジットの引渡前に現金等の支出があった場合には、「前渡金」とされ、引渡時に

はたな卸資産の仕入として会計処理される。ただし、時価が取得原価より著しく下落し

たときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額

とする（強制評価減）ことが必要であり、また、時価が取得原価よりも下落した場合に

は時価による方法を適用して算定する（低価法）ことができる（企業会計原則 第三五 A

参照）。その後の販売時には、たな卸資産の売上として会計処理されることとなる。 

なお、排出クレジットの引渡の前に現金等を支払った際にも、本実務対応報告では、

毎期末、強制評価減の要否を検討するものとし、その取扱いについては、日本公認会計

士協会監査委員会報告第 69 号「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査

上の取扱い」において既に見受けられるものである。強制評価減の要否を毎期検討する

旨の規定がなされた背景には、排出クレジットの取得は、前渡金支出から引渡までの期

間が長期になると想定されるからとされている。これは、排出クレジットの時価が取得

原価より著しく下落し、回復する見込みがあると認められない限り、前渡金に計上して

いるという理由だけで、長期間にわたり含み損を抱えておくような不合理な状態を回避

すべきという考えに基づいたものと思われる。 
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ⅱ)出資を通じて取得する場合 

 出資を通じて取得する場合とは、例えば CDM 等の排出クレジット獲得を目的としたプ

ロジェクトを実施している会社等への出資を行い、その投資の成果の一部として、又は

出資に付随して排出クレジットを取得することをいうものとされている。なお書きでフ

ァンド出資の場合についての会計処理が言及されていることから、「会社等」という意味

には、企業への出資だけでなく、ファンド出資のような任意組合、匿名組合、パートナ

ーシップ、リミテッドパートナーシップ等への出資も含まれているものと考えられる。 

 個別財務諸表上の処理としては、「金融商品会計に係る会計基準」に従うこととされて

いるが、排出クレジットが分配された場合の具体的な会計処理に関しては、投資の成果

であるときには収益として認識し、投資の回収であるときには投資元本の帳簿価額から

減額するという、基本となる考え方のみが示されている。基本的な考え方のみで、具体

的な会計処理が示されていない理由として、出資を通じた排出クレジットの取得は、現

物分配の会計処理であるとの認識を示した上で、現在、法制審議会（現代化関係）部会

における検討にあわせて、ASB では、その会計処理について検討する予定があることが挙

げられている2。 

 また、出資先が子会社又は関連会社であるときには、連結又は持分法により会計処理

すること、排出クレジットの取得原価は、適正な原価計算基準に従い算定することが示

されている。このため、例えば、排出クレジット獲得のためのプロジェクトを実施して

いる企業において、排出クレジットの獲得が主たる生産物の製造過程から必然に派生す

る場合には、副産物として扱うため、総合原価計算においては、その価額を算定して、

これを主産物の総合原価から控除するが、生じる排出クレジットが軽微な場合には、こ

れを売却して得た収入を原価計算外の収益とすることもできると考えられる（「原価計算

基準」第 28 項参照）。 

 なお、排出クレジット獲得のためのファンド出資のように、契約等により出資のリタ

ーン及び出資元本の返還のほとんどが、現金ではなく排出クレジットの分配によりなさ

れる場合であって、当該出資が排出クレジットの長期購入契約の締結及び前渡金支出と

経済実質的には同じであると考えられるときには、通常の商品購入と同様に「前渡金」

として会計処理するものとされている。このため、排出クレジットの取得原価は、出資

                                                  
2 このような背景としては、本質的には支払側の分配の原資により、自動的に受取側の会計処理
が決定されるわけではない（企業会計基準適用指針第 3号 「その他資本剰余金の処分による配

当を受けた株主の会計処理」第 15 項参照）という認識があるものの、さりとてそれ以外にどの

ような方法が考えられるかという問題があるものと考えられる、さらに、現金での分配と異なり、

現物での分配の場合には、投資の回収であっても、当初出資額（帳簿価額）に基づき投資元本を

減額するのか（投資が継続していると考えられる場合）、当該現物の時価に基づき減額するのか

（投資の清算にあたる場合。ただし、この場合にも、部分的な回収であるときに損益が計上され

るのか、原価回収基準のように損益が計上されないのかという論点が考えられる。）などの問題

もあることによるものと考えられる。 
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額（帳簿価額）に基づき算定されることとなる。 

 

(2) 将来の自社使用を見込んで取得する場合の会計処理 

ⅰ) 他者から購入する場合 

将来の自社使用を見込んで排出クレジットを他者から購入する場合、「無形固定資産」

又は「投資その他の資産」の購入として処理することとされている。また、取得した排

出クレジットは、時の経過による減価がないことや、陳腐化がないと考えられることか

ら、減価償却は行われないものの、固定資産の減損会計の対象となるとされる。固定資

産の減損会計適用に際しては、そもそも排出クレジットの資産性が、第三者への有償で

の売却可能性に立脚しているものである以上、他の資産又は資産グループのキャッシ

ュ・フローから概ね独立したキャッシュ･フローを生み出す最小の単位として取り扱われ、

他の資産とのグルーピングは適当ではないとされている。資産として計上された排出ク

レジットは、自社の削減量に充てられたときに、すなわち今後整備・運用される国別登

録簿における償却口座に自社の保有口座から排出クレジットが振り替えられた時点で費

用計上（原則として、「販売費及び一般管理費」とすることが考えられると示されている。）

するものとされている。これは、償却口座に振り替えられた時点以降、第三者に売却す

る可能性はないことから、資産計上の根拠が失われることによる。また、実際に償却口

座に移転していなくても移転することが確実な場合や、第三者へ売却する可能性がない

と見込まれる場合にも、資産計上の根拠がないため、費用とすることが適当とされる。 

ⅱ) 出資を通じて取得する場合 

 排出クレジット取得のための出資が、排出クレジットの長期購入契約の締結と前渡金

支出と経済実質的には同じと考えられるときには、無形固定資産等を取得するための現

金等の前渡し支出であることから、「無形固定資産」又は「投資その他の資産」の区分に

当該前渡金支出を示す適当な科目で計上するとされ、それ以外に関しては、専ら第三者

に販売する目的で取得する場合と同様であるとされている。 

 

6. 本実務対応報告における連結財務諸表の在外子会社及び関連会社の会計処理 

(1)同一環境下における同一経済取引に該当する場合 

 在外子会社及び関連会社における排出量取引の会計処理についても、本来、本実務対応

報告を適用し統一されるべきものであるが、その子会社の所在地国の会計基準において認

められている会計処理が、企業集団として統一しようとしている会計処理と異なる場合で

あっても、当面、親会社と子会社との間で統一する必要はないとされている。もっとも在

外子会社が採用している会計処理が、明らかに合理的でないと認められる場合には、連結

決算手続上で修正することになることは明らかである（日本公認会計士協会監査委員会報

告第 56 号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」5参照）。 

(2)同一環境下における同一経済取引に該当しない場合 
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 反対に我が国とは異なり、在外子会社又は関連会社に排出削減義務が課され、同一環境

下における同一経済取引に該当しない場合には、その所在地国において認められている会

計処理など、合理的と考えられる会計処理を採用することとされている。 

 

7. 適用時期 

 本実務対応報告の適用は、平成 17 年 4 月 1日以後開始する事業年度から適用するものと

し、それ以前の事業年度に係る財務諸表から早期適用することも認められている。 

 
以 上 

 

企業会計基準委員会 

研究員 中居 正明 

 

 


